
情報技術犯罪対策課

出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会

１ 開催の目的

「 」インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

については、法第７条（児童による利用の禁止の明示等）及び第８条（児童でないこと

の確認）の見直し期間（施行後３年）が経過したところ、平成１８年中出会い系サイト

に関係して検挙した事件の被害児童数は１，１５３人と、法施行後一旦は減少していた

ものの再び増加に転じ、依然として児童の被害は深刻な状況にある。

そこで、有識者等による上記研究会を開催し、出会い系サイト等に係る児童の犯罪被

害防止のための対策を検討する。
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３ 検討事項

○ 出会い系サイト規制上の問題点

○ 上記問題点を解決するための対策

４ 今後の予定

平成２０年１月下旬を目途に提言を取りまとめる予定


